
【第３回戸田市国民健康保険運営協議会開催報告について】 

【開催日】令和２年１１月２０日（金） 

※全委員の意見に対する承認を集約した日を以って開催日とする。

【開催方法】書面開催 

【出席委員】１５名（回答書により返信） 

【公開方法】戸田市ホームページにて報告内容を議事録として公開 

【議事案件】 

（１）令和２年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算(第２号)専決処分報告

について 

（２）令和２年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算(第３号)（案）について

（３）令和３年度戸田市国民健康保険特別会計予算の方針について

・ 令和３年度戸田市国民健康保険特別会計予算の方針について

・ 令和３年度国民健康保険税課税限度額について

（４）その他の国民健康保険事業課題について

・ 人間ドック及び脳ドック検診費用補助金事業の課題について

・ 保養施設宿泊利用費助成事業の課題について



書面開催による議事案件の審議結果について、下記のとおりご報告申し上げま

す。 

 

（１） 「令和２年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算(第２号)専決処分報告」について 

【意見】 

過年度分の国民健康保険税減免措置等の適用により、令和２年９月において

予算額に対して支出額が接近しており、速やかに増額補正を行わないと予算

が不足すると見込まれるため、専決処分についてはやむを得ないと考える。 

 

（２） 「令和２年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算(第３号)（案）」について 

ご意見はございませんでした。 

 

（３） 「令和３年度戸田市国民健康保険特別会計予算の方針」について 

資料３ 令和 3 年度戸田市国民健康保険特別会計予算の方針について 

 

【意見①】 

任意給付である「保養施設利用助成」については、利用者の減少や健康増進に

直接的な効果が考えにくいことから、廃止等の検討が必要であると考える。 

 

【回答】 

戸田市国民健康保険の事業運営にあたり、一般会計から６億円を超える法定

外繰り入れを実施していますが、この法定外繰り入れの財源は、国保加入者以

外の方からの市税等を含んでおります。一方、戸田市の国保全体の歳出額のう

ち、１/３を占める事業費納付金につきましては、市から県へ納付することで、

県内市町村の国保医療費総額を支える仕組みとなっております。 

このため、負担の公平性の観点から、様々なご意見を頂いているところです。

市ではこれまでも繰入削減に向けた取組を進めてまいりましたが、当該協議

会からのご意見を踏まえて、より一層の歳出削減と公費の支援獲得に努めて

まいります。まずは、ご意見頂きました、保養施設利用助成制度の段階的な見

直しを検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 



【意見②】同意見 ２名  

法定外繰入の解消として「赤字削減解消計画書」の見直しを図る場合、解消年

度計画を県の運営方針案との差はどのくらいを見込んでいるか、対策として

の取組みを含めて確認したい。 

 

【回答】 

当市の現行の赤字削減解消計画を変更することなく、県の運営方針案と整合

するためには、令和６年から令和８年までの３年間で計画対象赤字を５億円

削減する必要があり、現状では、大変困難と考えております。 

ご質問の更なる赤字解消の目標設定については、新型コロナウイルス感染症

の影響が国保の財政運営に及ぼす影響を的確に見極める必要があり、現時点

では決定しておりません。今後、任意事業の見直し及び医療費適正化の推進等

による歳出削減効果を確認しつつ、当該協議会において、引き続き、慎重な議

論を継続していきたいと考えております。 

 

 

（３） 「令和３年度戸田市国民健康保険特別会計予算の方針」について 

資料４ 令和 3 年度戸田市国民健康保険税課税限度額について 

 

【意見】 

課税限度額について、現行の法定限度額への引き上げは、被保険者の税負担の

公平に資するものであり賛成である。 

 

【回答】 

法定限度額への引き上げについては、平成 29 年度当該運営協議会から市長へ

答申を頂いているところであり、ご意見のとおり進めてまいります。 

 

 

 

（４） 「その他の国民健康保険事業課題」について 

資料５ 人間ドック及び脳ドック検診費用補助金事業の課題について 

 

【意見①】同意見 ４名  

費用補助金事業があることにより、検診の受診率が上がり、病気予防対策とし

ては効果があると考えられるが、埼玉県内の多くは、人間ドック又は脳ドック

の選択制としており、特に戸田市においては、脳ドックに対する補助金額が、



３年度に１回としても補助金額が高額ではないかと感じる。今後、戸田市にお

いても１年度において、人間ドック又は脳ドックの選択制とし、脳ドックの補

助金額も現行の金額を見直し、減額を検討すべきではないか。 

 

【回答】 

戸田市の人間ドック脳ドック補助制度は年度内の重複適用が可能となってい

る点や、補助額についても近隣市と比較してかなり充実していることは、ご指

摘のとおりであり、見直しを検討します。 

まずは、人間ドック・脳ドックの重複適用について、多くの県内市町村の例を

参考に、人間ドック・脳ドックのどちらかを選択して受診して頂くことを検討

します。 

次に、補助金額についてですが、現在、人間ドック２万５千円、脳ドック５万

円の補助としておりますが、このうち、近隣市町村との補助金額の差が大きい

脳ドック補助額を中心に見直しを検討します。 

 

【意見②】 

人間ドック検診費用補助金について当組合では、組合員に対して、本人に限り

２３,０００円を補助しており、被保険者の所得状況を比較考慮しても、助成

金額について大きな差があるようには感じられない。人間ドック検診費用の

比較的安価な医療機関を開拓することにより、費用の節約を図ることを検討

されてはどうか。また、当組合においても、人間ドック又は脳ドックの選択制

としており、重複助成は行っていない。戸田市においても重複適用の見直し

や、県内最高の助成額の引き下げを検討する必要があると考える。 

 

【回答】 

重複適用及び補助金額の見直しについては、意見①への回答のとおりです。 

次に、実施医療機関についてですが、人間ドック補助制度では、受診者の負担

軽減のため、市内６医療機関と契約し、健診費用と補助額との差額のみを受診

者が検診当日負担することとしています。市内６医療機関での人間ドックに

係る総費用は３万３千円から４万６千円程度です。一方、脳ドックでは医療機

関を限定せず、受診後償還払いで助成しています。 

県内医療機関における人間ドックに係る総費用の状況ですが、２万円から６

万円程度と、検診費用の安価な医療機関もございます。 

ただし、医療機関を指定しない場合には、脳ドック同様の償還払いの助成へ変

更が必要となりますので、歳出削減効果と受診者の負担を考慮のうえ、検討し

てまいります。 



 

（４） 「その他の国民健康保険事業課題」について 

資料６ 保養施設宿泊利用費助成事業の課題について 

 

【意見①】同意見 ４名 

利用者が減少傾向にあることや旅行先の多様化、旅行代金の割引比較サイト

の普及など、宿泊施設利用に対して助成する必要性は低くなっている。また、

近隣市との比較等から、事業の廃止にも視野に入れた検討が必要かと思うが、

段階的に２泊上限を１泊上限にするなど経過をみても良いかと考える。 

 

【回答】 

当該助成の利用数が年々減少していること、宿泊割引比較サイト等の民間サ

ービスが充実してきていること、民間の宿泊割引サービスが多様化してきて

いることはご指摘のとおりであります。ご意見を頂きましたとおり、宿泊数の

上限や、利用券のみの助成とする等の助成内容について、段階的な見直しを検

討します。 

 

【意見②】 

助成事業の見直しを図り、健康づくり事業（例えばポイント制度等）など、形

を変え、健康増進につながるような取組みを検討する必要があると考える。ま

た、現段階で既に検討している取組みがあれば知りたい。 

 

【回答】 

戸田市では埼玉県が実施している「コバトン健康マイレージ」事業へ参加して

います。この事業は、ウォーキングによりマイレージが付与され、これにより

県内農産物やフィットネスクラブ招待券等の抽選に自動参加でき、楽しみな

がら健康増進を図るものです。国民健康保険でも被保険者の健康増進事業と

して、参加勧奨を実施しています。 

 

（５） 「その他ご意見」について 

【意見】 

カルテの電子化を進め、医療行為者間で相互チェック出来る体制とすること

により、医療費の適正化につながるのはないか。 

 

【回答】 

医療機関における情報連携、及び、個人情報保護の整備に関連しましては、令



和３年１月から「オンライン資格確認制度」がスタートいたします。保険医療

費の不正利用防止や、医療費返還事務の効率化に資するものとして、国が進め

る事業です。 

このオンライン資格確認制度は、段階的な運用拡張が予定されておりますが、

今後は、本人同意を得られた場合に限り、５年分の特定健診情報や薬剤情報を

医療機関等へ提供することが可能となってまいります。 

詳細スケジュール等を含めて、引き続き、当該事業に係る国の動向について注

視してまいります。 
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令和３年度戸田市国民健康保険特別会計予算の方針について 


 
現在、県では、県と市町村が共同運営する際の統一的な指針となる第２期「埼


玉県国民健康保険運営方針」を策定中であり、市町村に対し、方針案に係る意見


を求めている段階です。 
(全文は、https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/kokuho/uneihoushin.html に掲載) 
 
当該運営方針案では、平成 30 年度から国民健康保険制度の財政運営の責任主


体が県となったことから、法定外繰入の解消を図った上で、保険税水準の県内統


一を目指しております。 
現在、本市では、「赤字削減・解消計画書」を提出しており、平成 29 年度の約


13 億３千万円の赤字から、令和５年度には、約７億円までに赤字を削減する計


画になっております。一方、今回の県の運営方針案では、令和８年度までに赤字


を解消する段階的な目標設定を求めております。 
新型コロナウイルス感染症の、医療、経済面における国保財政への影響が懸念


される中、現時点で、令和８年度までに赤字解消を図ることは難しい状況です。 
赤字解消を進め、医療費を支える財源を確保していくためには、①適切な収納


対策をはじめ、②ジェネリック医薬品の利用促進などの、さらなる医療費の適正


化や③任意給付の見直し等に取り組んでいくことが重要と考えております。 
そこで赤字削減へ向けた取組として、上記①、②に加え、来年度は③の任意給


付（※）の見直しを重点的に進めていきます。 
 
（※）保険給付の種別 
保険給付の種別には、国民健康保険法で定められているもの（法定給付）と


戸田市国保が独自に行うもの（任意給付）の二つがあります。  
 
（ア）法定給付 
どの国民健康保険に加入していても共通して必ず給付されるものです。 


 「療養の給付」や「高額療養費」などを指します。  
 
（イ）任意給付 
戸田市国保が独自で行う給付です。 


 「人間ドック、脳ドックの補助金」「保養施設利用助成」「傷病手当金」を指


します。 
 
 



https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/kokuho/uneihoushin.html


































議事案件（４）その他の国民健康保険事業課題について 
 


 
 
 
資料５ 


人間ドック及び脳ドック検診費用


補助金事業の課題について 
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人間ドック及び脳ドック助成事業の課題について 


１． 概要 


戸田市国民健康保険被保険者の成人病その他の疾病の早期発見及び予防を


図るため、人間ドックの場合は年度内１回に限り２５，０００円を補助する。


脳ドックの場合、３年度の間に１回限り、脳ドックの受診費用の７割（上限額


５０，０００円）を補助する。


２． 利用状況


人間ドック・脳ドック受験者数、決算額 


区分 項目 H29年度 H30年度 R1年度 


人間ドック 
受検者数 425人 391人 448人 


決算額 10,625,000円 9,775,000円 11,200,000円 


脳ドック 
受検者数 177人 117人 126人 


決算額 5,455,000円 3,839,000円 4,258,000円 


３． 近隣市の状況 


  近隣市助成事業実施状況 


さいたま市 人間ドック：11,000円、脳ドック：実施なし 


川 口 市 人間ドック：9,900円、脳ドック：実施なし 


蕨 市 人間ドック：20,000円、脳ドック：25,000円 


４． 課題点 


 人間ドックの費用助成額は、近隣市と比較し高額となっている。また、本市の


場合、同一年度に特定健診、人間ドックの費用補助、脳ドックの費用補助を全て


受けることが可能となっている。（県内の実施市町村の多くは、同一年度特定健


診・人間ドックのいずれか一方のみ申請可能としており、戸田市後期高齢者医療


保険でもいずれか一方のみ申請可能としている。）


 脳ドックについては、特定健診や人間ドックと異なり、検査結果により特定保


健指導を行うことはないため、市が検査結果を把握し、市民の継続的な健康増進


に繋げることは難しい。











議事案件（４）その他の国民健康保険事業課題について 
 


 
 
 
資料６ 


保養施設宿泊利用費助成事業の課


題について 
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保養施設宿泊利用費助成事業の課題について 


 


１． 概要 


戸田市国民健康保険の被保険者の健康増進を図るための任意の保健事業の


一つである。国民健康保険税を完納されている世帯の被保険者を対象に、一人


につき年２泊を限度とし、助成を行う。 
助成金額については、大人（中学生以上の者）１泊につき３，０００円、 
子供（小学生に限る。）１泊につき２，０００円である。 


 
２． 利用状況 


保養施設宿泊利用費助成利用状況 


項目 H29年度 H30年度 R1年度 


利用数 174人 146人 92人 


決算額 463,000円 451,000円 243,000円 


※年々利用者数は減少傾向にある。 


 


３． 近隣市の状況 


  近隣市助成事業実施状況                                


さいたま市 助成事業実施なし（市所有の保養施設あり） 


川 口 市 助成事業実施なし 


蕨   市 助成事業実施あり（戸田市と同様の内容） 


 


４． 課題点 


 保養施設の利用希望者は、毎年減少傾向にあり、平成３０年度と令和元年度


の利用者数を比較してみても、約３０％の減少がみられ、子供の利用に関                                      


しては、令和元年度は０人であった。また、近隣市では助成事業を実施してい


ない市もあり、本市の財政状況及び保健事業の方向性を踏まえて、当該助成事


業の在り方を再検討する。 
 

















